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（目　　的）
第１条　　この基準は、「エネルギー管理規程」に基づき、エネルギー管理標準の制定、改廃並びに運用につい
て定め、東ソー日向株式会社におけるエネルギー管理を有効かつ適切に推進することを目的とする。

（制定対象）
第２条　エネルギー管理標準を定めるべき部門・部署（以下「対象部門」という。）は次の通りとする。
　　　　　1.　エネルギー使用部門である製造部門
　　　　　　　　原則として、各課又は各プラント毎に定める
　　　　　2.　電気管理部門
　　　　　3.　事務管理部門（技術部門含む）

（管理標準の制定、改正）
第３条①　対象部門のエネルギー管理責任者は、判断基準を参考にして、エネルギー管理標準を定める。
②　管理標準の制定及び改正に当たっては、自部門（部署）のエネルギー使用状況を踏まえて、エネルギー使用の合理化が図れるような管理標準とする。
③　管理標準の制定及び改正に当たっては、エネルギー管理推進委員会で審査の上、その承認を得る。
④　プラントの運転方法が変わったときや判断基準の改定があったときは、速やかに適切な改正を行う。
⑤　プラントの新設、改造等の場合は、営業運転開始日から概ね３ヶ月以内に当該設備に関する管理標準を定める。

（管理標準で制定すべき事項）
第４条①　管理標準には、判断基準に示された次の各項目を定める。但し、該当項目がないときはその項目を省
略できる。
　　　　　　1.　燃料の燃焼の合理化
　　　　　　2.　加熱及び冷却並びに熱の損失の防止
               1) 加熱設備等
　   2) 空気調和設備、給湯設備
3.　廃熱の回収利用
　　　　　　4.　熱の動力等への変換の合理化
　   1) 発電専用設備
　　 2) コージェネレーション設備
5.　抵抗等による電気の損失の防止
6.　電気の動力、熱等への変換の合理化
　   1) 電動力設備、電気加熱設備等
　　 2) 照明設備、昇降機、事務用機器
　　　②　事務管理部門（研究所部門含む）においては、以下の各項目について総務部門が管理標準を定める。ただし、該当項目がないときは、その項目を省略できる。
③　前項の各項目については、次の各事項の管理ポイントをできる限り定量的に定める。
　　　　　　 1.　管理
2.　計測及び記録
3.　保守及び点検
4.　設備の新設に当たっての措置

（管理標準の周知）
第５条　　エネルギー管理責任者は、エネルギー管理標準を制定又は改正の都度、自部署の全員に周知徹底し、エネルギー管理の適切な実行と向上を図る。

（基準の管理）
第６条　この基準の管理は、品質管理室長が行う。


                                   付　　　則
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①　この基準は、２０１５年　９月　１日から施行する。
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